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オプションメニュー約款【クラウド型ソーラー発電ピーパ】（以下「ピーパ約款」と

いいます。）は、対象となる電力プランをご契約いただいているお客さま向けに、当

社の電気需給約款【スタンダードプラン・プレミアム 100 プラン・アーティスト電力

プラン】、電気需給約款【みんなのプラン・エポスプラン】および電気需給約款【エ

ポスプラン（旧料金）】（以下、合わせて「電気需給約款」といいます。）に、追加

的にご契約いただく場合の料金その他の供給条件を定めたものです。 

 

1．  定義 

ピーパ約款において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとしま

す。また、電気需給約款に定義される言葉は、ピーパ約款においても同様の意味で使

用します。 

1) 「ピーパ」とは、当社が提供する【クラウド型ソーラー発電ピーパ】のことをいい、

ピーパ発電所の一区画で発電した電力をお客さまが購入し、ブロックチェーン上でお

客さまの需要電力と紐づけることで、電気料金の割引、余剰電力量の売却等を行うサ

ービスのことをいいます。 

2) 「ピーパ契約」とは、お客さまと当社との間に成立したピーパの利用に関する契約の

ことをいいます。 

3) 「ピーパ発電所」とは、ピーパを提供する用に供する発電所として当社が指定した発

電所のことをいいます。 

4) 「ピーパ発電量」とは、お客さまが月額利用料金を支払うことで購入する、お客さま

が指定したピーパ発電所の一部区画で発電された電力量のことをいいます。 

5) 「ENECTION3.0」とは、当社が運用するブロックチェーン P2P 電力取引システム

「ENECTION3.0」のことをいい、「ENECTION3.0」が更新、バージョンアップ、

改良等により名称および性能等を変更した場合には当該変更後のシステムを含みま

す。 

6) 「ピーパマッチング割」とは、お客さまの１か月の使用電力量のうち、ピーパ発電量

とマッチングした電力量相当分に相当する金額を、お客さまの電気料金から割り引く

ことをいいます。 

7) 「余剰買取割」とは、お客さまが購入されたピーパ発電量がお客さまの１か月の使用

電力量を超えた場合に、当該超過分を当社が買い取ったものとみなし、お客さまの電

気料金から割り引くことをいいます。 

8) 「発電量未達割」とは、ピーパ発電所の設備故障や災害等により、ピーパ発電量が、

ピーパ発電所毎に予め設定された想定発電量を大幅に下回る場合に適用される割引の

ことをいいます。 

9) 「ピーパ貯金」とは、ピーパマッチング割、余剰買取割および発電量未達割を合算し

たものをいいます。 
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2． 適用 

（1） ピーパ約款は、ピーパの利用に関する当社とお客さまとの間の権利義務関係を定める

ことを目的とし、お客さまと当社の間のピーパの利用に関わる一切の関係に適用され

ます。 

 

3． 約款の変更 

（1） 当社は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給等

約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更が生じた場

合、法令の制定もしくは改廃が行われた場合、その他当社が必要と認めた場合には、

当社は、このピーパ約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条

件は、変更後のピーパ約款によります。 

（2） 前項の場合、当社は、あらかじめ変更後のピーパ約款の内容およびその効力発生時期

を当社Webサイト上に掲載する方法、電子メールで送信する方法またはその他当社が

適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知す

ることとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他

の供給条件は、変更後のピーパ約款によります。 

（3） このピーパ約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書

面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行う

ことについて、あらかじめ承諾していただきます。 

1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法

により行い、当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。 

2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社

の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記

載します。 

3) 上記にかかわらず、このピーパ約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要

とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない軽微な変更である

場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、当該変更をしよ

うとする事項の概要のみを説明し、契約変更前および契約変更後の書面交付をしない

こととします。 

 

4． 適用条件 

（1） お客さまが、当社の電気需給約款にもとづく以下の対象プランの契約者であること 

スタンダードプラン、プレミアム 100 プラン、みんなのプラン、エポスプラン、エポ

スプラン（旧料金） 

（2） お客さまが電気を使用される需要場所が、ピーパ発電所と同一の一般送配電事業者エ

リアに存在すること 
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5． ピーパに関する基本事項 

（1） お客さまは、ピーパ発電量を毎月定額で購入することにより、ピーパ発電量を、自ら

が契約する需要場所の使用電力量に充当するとみなすことができるものといたしま

す。 

（2） ピーパ発電量のうち、お客さまの需要場所へ供給された電力量の把握は、

ENECTION3.0 上において、ピーパ発電量と使用電力量の紐づけ（ピーパ発電量と使

用電力量を 30 分ごとに個々にマッチングし、取引として約定させることをいいま

す。）する方法により行い、お客さまの使用電力量に紐づけされなかったピーパ発電

量は当社による余剰買取量とみなします。なお、ピーパ発電量と使用電力量の紐づ

け、および余剰買取量の計算においては電気需給約款に定める損失率を加味するもの

といたします。 

（3） 前項にかかわらず、お客さまは、ピーパ約款 7（料金）(5)但書記載の方法で、ピーパ

貯金の払出を求めることができます。 

 

6． 契約の成立および契約期間 

（1） ピーパ契約は、お客さまの申込みを当社が電子メールにて承諾の意思表示を発信した

ときに成立いたします。 

（2） ピーパの利用開始日は、申込みを受け付けた日の翌日といたします。ただし、お客さ

まの需要場所への電力供給が開始されていない場合は、需給開始日を利用開始日とい

たします。また、ピーパ発電所の運転が開始されていない場合は、運転開始日を利用

開始日といたします。 

（3） 契約期間は、ピーパ契約が成立した日から、利用開始の日以降 1 年目が終了する日ま

でといたします。 

（4） 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、ピー

パ契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

 

7． 料金 

（1） 月額利用料金 

ピーパ発電量を購入するために設定される月額の定額料金は、毎月１日から月末まで

を１か月分として、ピーパ発電所毎に設定されます。 

また、月額利用料金は利用月の翌月に請求いたします。 

ただし、ピーパ利用日数が 1 か月 30 日以上の場合は日割りせず、1 か月 29 日以下の

場合は次の算定式により算定します。 なお、端数については小数点以下第 1 位で切り

捨ていたします。 

 

算定式 
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(1 月の月額利用料金/30)✕日割計算対象日数 

 

（2） ピーパマッチング割 

ピーパマッチング割は、次の算定式により算定します。なお、端数については小数点

以下第 1 位で切り捨ていたします。 

 

算定式 

（従量料金（月ごとの調整単価を含みます）―託送従量料金）×マッチング量 

 

なお、託送従量料金とは、各一般送配電事業者が託送約款等で定める契約種別毎の接

続送電サービス料金のうち、使用電力量に応じて課される電力量料金をいいます。 

また、マッチング量とは、ピーパ約款 5（ピーパに関する基本事項）(2)で規定するピ

ーパ発電量と紐づいた需要場所ごとの使用電力量をいいます。 

 

（3） 余剰買取割 

余剰買取割 は、一般社団法人日本卸電力取引所（JEPX）が運営、公表するスポット

市場における当該エリアの30分毎の価格を元に、次の算定式によって算定します。な

お、端数については小数点以下第 1 位で切り捨ていたします。  

 

 算定式 

 （30 分毎のピーパ発電量―30 分毎のマッチング量）×（スポット市場価格×1.1

（消費税等相当額）―買取手数料） 

 買取手数料＝1.0 円/kWh 

 

なお、上記算定式におけるマッチング量は、各一般送配電事業者の託送約款等に定め

る損失率を適用したものといたします。 

また、上記算定式において、30 分毎の余剰買取割が 0 円未満となる場合は 0円といた

します。 

 

（4） 発電量未達割 

毎月の発電量が、ピーパ発電所毎に予め設定された想定発電量を大幅に下回る場合に

は、以下の割引をさせていただきます。なお、端数については小数点以下第 1 位で四

捨五入 いたします。また、発電量未達割は、暦日（毎月 1 日から末日といたしま

す。）毎に算定いたします。 

 

1) １か月間の実績発電量が想定発電量の 50％未満の場合 

月額利用料金×0.5 
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2) １か月間実績発電量が 0の場合 

月額利用料金×1.0 

 

（5） ピーパ貯金 

ピーパ貯金は開始月の翌々月から発生するものとし、開始月の翌々月以降、毎月、ピ

ーパ貯金分の金額を毎月の電気料金から割引させていただきます。また、ピーパ貯金

割引後の料金が 0 円未満となる場合は、翌月分以降の電気料金で精算させていただき

ます。 

なお、上記に関わらずお客さまが毎月の電気料金確定前に当社所定方法でピーパ貯金

の金員による払出を当社に通知した場合、当社はピーパ貯金をお客さまの通知受領後

30 日以内にお客さま口座に振り込む方法により精算させていただきます。その場合、

振込手数料として 1 回あたり 200 円をお客さまにご負担いただきます。 

 

8． 月額利用料金の支払義務および支払期日 

電気需給約款の電気料金の支払義務及び支払期日と同様といたします。 

 

9． 月額利用料金の変更 

当社は、ピーパ発電所の設備変更や想定発電量の変更等を理由に、発電所毎の月額利

用料金を変更する場合があります。その場合は、あらかじめお客さまにお知らせいた

します。 

 

10． 契約の終了 

（1） お客さまがピーパ契約を終了しようとされる場合は、当社に通知していただきます。

その場合、終了日はお客さまが当社に通知した日の翌日といたします。 

（2） 前項の終了日が利用開始から 1 年に満たない場合は、解約金として以下の金額を申し

受けます。 

 

算定式 

（365 日―(終了日―利用開始日＋１)）×（利用開始時の月額利用料金×12）÷365 

 

なお、上記算定式における月額利用料金は税抜といたします。 

（3） 契約終了時にお客さまにピーパ貯金の残高がある場合において、契約終了後 1 年以内

にピーパ貯金の払出請求をしないときは、お客さまはピーパ貯金を放棄したものとみ

なします。 

 

11． 解約 

お客さまがピーパ約款 4 に定める適用条件を満たさないことが判明した場合、あるい
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は電気需給約款 39（解約等）に該当する場合（なお、電気需給約款 39が解約等を規定

した条項ではない場合、当該電気需給約款において解約等を規定した条項数に読み替

えるものとする。）には、当社はお客さまとのピーパ契約を解約することがありま

す。 
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附則 

 

1 実施期日 

 このピーパ約款は、2023 年 11 月 14日より適用します。 

 

 


